
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

七

百

七

十

号

平

成

二

十

八

年

八

月

五

日

関
本

巣
線

路
線
名

関
市
栄
町
三
丁
目
二
二
二
番

地
先
か
ら

同
市
大
字
千
疋
字
西
柳
原
一

〇
六
二
番
二
五
一
地
先
ま
で

関
市
大
字
小
屋
名
字
地
蔵
堂

一
〇
二
四
番
六
地
先
か
ら

同
市
大
字
千
疋
字
西
柳
原
一

〇
六
二
番
二
五
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

����･� ����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

起
点
変

更 備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
九
三
ペ
ー
ジ

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

四
九
四

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー)

四
九
五

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

四
九
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

四
九
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(
用

地

課)

四
九
七

○
公
共
測
量
の
終
了

(
同

)

四
九
七

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

四
九
八

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

四
九
八

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

四
九
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)
四
九
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)
四
九
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

四
九
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

下
呂
農
林
事
務
所)

五
〇
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

郡
上
土
木
事
務
所)

五
〇
〇

正

誤

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

治

山

課)

五
〇
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日



一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
四
十

八
号

路
線
名

関
市
大
字
大
杉
字
西
屋
敷
三

〇
番
二
地
先
か
ら

同
市
大
字
山
田
字
門
田
七
一

番
一
地
先
ま
で

関
市
平
和
通
六
丁
目
一
三
番

二
地
先
か
ら

同
市
大
字
山
田
字
門
田
七
六

番
一
地
先
ま
で

関
市
大
字
大
杉
字
西
屋
敷
三

〇
番
二
地
先
か
ら

同
市
大
字
山
田
字
門
田
七
一

番
一
地
先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･���･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)����･� ����･�����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

県
道

道
路
の
種
類

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

恵
那
市
中
野
方
町
字
浜
井
場

一
三
五
〇
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

字
西
久
保

一
一
三
六
番
二
地
先
ま
で

恵
那
市
中
野
方
町
字
野
瀬
一

五
三
九
番
六
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一

五
一
六
番
九
地
先
ま
で

恵
那
市
中
野
方
町
字
野
瀬
一

四
九
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一

五
〇
七
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 後 前 後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� ��･� ��･� ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

担
当
科
目

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

神
経
内
科

岡
田

暁
典

岐
阜
県
立
多
治
見

病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一

六
一

平
成��･�･��

循
環
器
内
科

小
川

貴
史

東
濃
厚
生
病
院

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
―
一

同
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脳
神
経
外
科

平
山

宏
史

松
波
総
合
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

同

内

科

日
置

文
良

同

同

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
科

長
谷
川
真
基

し
ず
さ
と
診
療
所

大
垣
市
久
徳
町
一
五
三
―

一

同

小

児

科

清
水

正
己

松
波
総
合
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

同

循
環
器
内
科

池
原

典
之

岐
阜
県
立
多
治
見

病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一

六
一

同

内

科

西
尾

浩
志

西
尾
医
院

大
垣
市
竹
島
町
四
三

同

同

山
本

相
浩

お
く
だ
内
科

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町

五
―
二
四
〇

同

同

岸

雅
也

各
務
原
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

各
務
原
市
鵜
沼
山
崎
町
六

―
八
―
二

同

眼

科

加
藤

彩

可
児
と
う
の
う
病

院

可
児
市
土
田
一
二
二
一
―

五

同

外

科

松
友

将
純

美
濃
市
立
美
濃
病

院

美
濃
市
中
央
四
―
三

同

内

科

長
尾

強
志

な
が
お
在
宅
ク
リ

ニ
ッ
ク
可
児

可
児
市
長
坂
八
―
一
九
八

同

同

吉
田

篤
生

吉
田
胃
腸
科

羽
島
郡
笠
松
町
門
前
町
六

七
―
二

同

整
形
外
科

吉
岡

大
輝

海
津
市
医
師
会
病

院

海
津
市
海
津
町
福
江
六
五

六
―
一
六

同

内

科

竹
下

昌
宏

多
治
見
市
民
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
四

三

同

眼

科

棚
瀬

真
帆

博
愛
会
病
院

不
破
郡
垂
井
町
二
二
一
〇

―
四
二

同

内

科

橋
本

貴
至

土
岐
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

同

神
経
内
科

水
谷

泰
彰

東
海
中
央
病
院

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
四

―
六
―
二

同

泌
尿
器
科

菊
地

美
奈

同

同

内

科

大
塚
八
左
右

市
立
恵
那
病
院

恵
那
市
大
井
町
二
七
二
五

同

同

山
田

和
弘

同

同

眼

科

村
田

一
弘

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
―
八
六

同

外

科

奥
村

徳
夫

岐
阜
県
立
多
治
見

病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一

六
一

同

同

棚
橋

俊
介

飛�
市
民
病
院

飛�
市
神
岡
町
東
町
七
二

五

同

同

八
幡

和
憲

高
山
赤
十
字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
―
一
一

同

内

科

河
合

浩
寿

多
治
見
市
民
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
四

三

同

外

科

市
川

茉
莉

市
川
外
科

大
垣
市
南
若
森
町
三
二
八

同

内

科

今
村

明

新
生
病
院

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
五

五
一
―
一

同

整
形
外
科

真
鍋

貴
重

ま
な
べ
整
形
外
科
・

皮
フ
科

関
市
旭
ヶ
丘
二
―
二
―
一

八

同

眼

科

服
部

知
明

木
沢
記
念
病
院

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
五
九
〇

同

内

科

佐
藤

貴
昭

さ
と
う
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

大
垣
市
北
方
町
四
―
一
〇

三

同

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
運
用
業
務
及
び
維
持
管
理
業
務
委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約
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３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
28年
６
月
15日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
梅
ケ
枝
町
二
丁
目
31番
地

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
米
田
秀
弥

６
契
約
金
額
367,576,380円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
お
ず
き
の
会

三

代

表

者

の

氏

名�
畑

春
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
上
中
屋
町
二
丁
目
一
八
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
人
々
に
対
し
て｢

参
加
す
る｣

、｢
支
え

合
う｣

こ
と
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
育
て

中
の
人
々
の
生
活
を
支
援
し
、
共
に
交
流
し
助
け
合
い
の
精
神
で

明
る
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
キ
ッ
ズ
ス
ク
エ
ア
瑞
穂

三

代

表

者

の

氏

名

椙
浦

良
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
瑞
穂
市
馬
場
春
雨
町
一
丁
目
四
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
を
人
格
あ
る
社
会
の
一
員
と
位
置
付
け
、

生
の
舞
台
芸
術
の
鑑
賞
や
、
自
然
や
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
の
体

験
活
動
・
集
団
活
動
・
文
化
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

地
域
に
豊
か
な
子
ど
も
の
文
化
を
育
て
、
広
げ
、
未
来
の
地
球
を

担
う
子
ど
も
達
の
豊
か
な
成
長
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
お
と
な

も
と
も
に
育
ち
合
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
及
び
揖
斐
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日
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二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
中
部
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
池
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

揖
斐
郡
池
田
町
八
幡
字
東
光
田
一
九
七
二
番
地
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

(

変
更
前)

Ｂ
Ｅ
Ｘ
棟

南
側

五
五
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

Ｂ
Ｅ
Ｘ
棟

北
側

七
九
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

Ｂ
Ｅ
Ｘ
棟

南
側

五
五
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

Ｂ
Ｅ
Ｘ
棟

北
側

七
九
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

Ｃ
棟

六
〇
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

Ｄ
棟

三
〇
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市
、
海
津
市
及
び
養
老
郡
養
老
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
恵
那
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

恵
那
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
地
形
図
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
四
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

恵
那
市
明
智
町
及
び
同
上
矢
作
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
岐
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

土
岐
市

二

作
業
種
類
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ベ
ル
薬
局
広
小
路
店

石
丸
薬
局
小
野
Ａ
コ
ー
プ

店 ア
イ
ン
薬
局
大
垣
南
店

旭
ヶ
丘
調
剤
薬
局

名

称

高
山
市
名
田
町
五
―
五
二

郡
上
市
八
幡
町
小
野
六
―
五
―
一
八

大
垣
市
南
若
森
町
二
五
二
―
二

関
市
旭
ヶ
丘
二
―
二
―
二
一

所

在

地

同 同 同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

公
共
測
量(

三
級
水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
か
ら

同

年
七
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

土
岐
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
輪
之
内
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

輪
之
内
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

空
中
写
真
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
七
日
ま
で

四

作
業
地
域

安
八
郡
輪
之
内
町

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

揖
斐
郡
大
野
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
相
羽
及
び
大
字
黒
野
の
一
部(

相
羽
Ⅲ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
相
羽
及
び
大
字
黒
野
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
相
羽
及
び
大
字
黒
野
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

(

訪
問
看
護
事
業
者
等)
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ユ
ニ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
お
ん

さ
い
薬
局

名

称

24
時
間
訪
問
介
護
看
護
あ

す
か

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

シ
エ
ン
ト

名

称

美
濃
加
茂
市
西
町
五
―
三
三
七
―
二

所

在

地

各
務
原
市
鵜
沼
山
崎
町
六
―
八
―
二

恵
那
市
大
井
町
二
七
一
九
―
二
三
六

所

在

地

育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･� 変

更

年
月
日

同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
濃
用
水

土
地
改
良

区
連
合

平
成
��･�･��
監
事

森

通

雄

岐
阜
市
粟
野
西
六
丁
目

三
九
〇
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

瀧

戸

秀

克

加
茂
郡
富
加
町
高
畑

三
一
八
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

多
治
見

元

雄

加
茂
郡
富
加
町
高
畑

二
八
三
番
地
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
及
び
定
款
附
属
書
役
員
選
挙
規
程
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。
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小

坂

第

二

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

小

坂

第

一

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

富
加
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
八
・

八
・

五

認

可

年

月

日

平
成
二
八
・

八
・

五

認

可

年

月

日

平
成
二
八
・

八
・

五

認

可

年

月

日

萩

原

小

坂

連

合

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
八
・

八
・

五

認

可

年

月

日

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
付
属
書
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
付
属
書
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
付
属
書
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
(2.6ｍ

／
220kw

級
)
１
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
28年
５
月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
28年
６
月
23日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
羽
島
郡
岐
南
町
野
中
一
丁
目
８
番
地

篠
田
株
式
会
社

代
表
取
締
役
篠
田
篤
彦

６
落
札
金
額
33,372,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所

�
所
在
地
郡
上
市
八
幡
町
初
音
1727番

地
２
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○
正

誤

(
原
稿
誤
り)

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日
第
二
千
七
百
六
十
一
号

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号)

四
百
二
十
三
頁
下
段
前
か
ら
八
行
目
中｢

塚
字
土
場｣

は
、｢

揖
斐

郡
揖
斐
川
町
塚
字
土
場｣

の
誤
り
。

平成28年８月５日 岐 阜 県 公 報 第２７７０号( 501 )



第２７７０号 岐 阜 県 公 報 平成28年８月５日 ( 502 )

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


